
湯河原町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との 

調和に関する条例（手続きフロー） 

適用事業は次のとおりです。 

「太陽光」 事業区域面積 1,000 ㎡以上 

「風 力」 事業区域面積 1,000 ㎡以上かつ設備の高さ 10ｍ以上 

※建築物に設置する事業には適用されません。 

 

事前協議 
 事業計画の概要を、協議書と添付図書とともに提出してください。 

（必要書類） 

事前協議書、位置図、案内図、計画平面図、公図  

説明会の開催 
 地元自治会等に対し説明会を開催し、地元自治会等の理解を得る

よう努めてください。 

 
 

届出 
 事業に着手する30日前までに届け出てください。 

届出内容に変更が生じた場合、速やかに変更の届出を行ってくださ

い。  

 

同意 
 町から、同意又は不同意を通知します。 

※特別抑制区域に位置する事業や、抑制区域に位置する

一定規模以上の事業は同意できません。 

 
 

着手の届出 
 着手届に工程表等を添えて提出してください。 

中止、再開の場合にも必要書類を添えて届出を行ってください。 

 

 
 

工事完了の届出 
 完了届に工事写真を添えて提出してください。 

 

毎年度４月末までに稼働状況等の報告を行ってください。 

  

事業終了の届出 
 事業が終了したときは、30日以内に届け出てください。 

跡地の有効活用を検討してください。 

  

 

撤去完了の届出 
 設備を適正に処分し、撤去後30日以内に撤去完了の届出を行って

ください。 

 


